
　葛尾組合では、返還された霊園区画の使用者を募集します。なお、事前にご連絡いただければ現地
をご案内します。また、「合葬式墓地」の申込みについては、随時受け付けています。

申込受付期間　　　　 １月 16 日（木）～ 23 日（木）
　　　　　　　　　　　「霊園使用応募申込書」を葛尾組合へご提出ください。申込書は葛尾組合窓口にあります。
希望者が複数の場合　■１区画に希望者が複数となった場合は抽選となります。
　　　　　　　　　　■抽選は１月 27 日（月）午後２時から、葛尾組合事務所で当組合の責任抽選として行い

ます。なお、希望する場合はご本人またはご親族など関係者の立会いができます。
　　　　　　　　　　■抽選の結果は、該当者へ連絡します。
申込み要件　　　　　１．  組合地域内（坂城町または千曲市）に住所を有する方。または、組合地域外居住者で  

　あって、組合地域内に住所を有する代理人のいる方。
　　　　　　　　　　２．申込みは１使用者につき１区画とします。
　　　　　　　　　　３．霊園使用許可の際に永代使用料および管理料を納入できる方。
　　　　　　　　　　４．当組合の規定による墓石を建立できる方。（詳細は、直接お問い合わせください。）
　　　　　　　　　　５．分譲を受けた区画の維持管理のできる方。

◎申込・問い合わせ先　葛尾組合　☎82－2349　　受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土日・祝日を除く）

葛尾霊園使用者を募集します
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焼骨を個別に埋蔵。使用期間は 15 年。　
15 年経過後は共同埋蔵場所に焼骨を移します。

複数の焼骨を合同で埋蔵。使用期間は永年。
埋蔵後の焼骨は返還できません。

種　別

個　　別
埋蔵場所

共　　同
埋蔵場所

埋蔵数 管理料使用料

不　要

200 体

4,000 体

150,000 円

50,000 円

№
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

聖地名／番号
和式３号聖地　117

和式３号聖地　118

和式３号聖地　140

和式３号聖地　291

和式３号聖地　改３号 225

和式３号聖地　改３号 226

和式３号聖地　55-184

和式３号聖地　59-96

規格統一聖地　C-16（黒碑石）

規格統一聖地　F-8（黒碑石）

規格統一聖地　H-8（黒碑石）

芝生聖地　31

面積
６㎡

６㎡

６㎡

６㎡

６㎡

６㎡

６㎡

６㎡

５㎡

５㎡

５㎡

６㎡

永代使用料
30万円

30万円

30万円

30万円

30万円

30万円

30万円

30万円

42万円

42万円

42万円

16万円

管理料／年
1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

建立歴
無

無

有

無

有

有

有

無

無

無

無

無

申込み要件　　　　　次の要件のいずれかを満たす必要があります。
　　　　　　　　　　（１）組合地域内に住所を有し、埋蔵する焼骨をお持ちの方（改葬含む）
　　　　　　　　　　（２）死亡時に組合地域内に住所があった方の埋蔵する焼骨をお持ちの方（改葬含む）　
　　　　　　　　　　（３）組合地域内に住所を有し、自己の死後に埋蔵を希望する方 ( 生前予約 )
　　　　　　　　　　（４）葛尾組合内の墓地を返還し合葬式墓地に改葬する方（葛尾霊園内移転）
　　　　　　　　　　（５）前住所地が組合地域内にあり、介護保険施設などの住所地特例施設に入所の方

事 業 評 価 の 概 要 評 価 の 基 準

　町では、人口減少、少子高齢化を抑制しながら、2060年における人口の将来展望1万2，000人を実現するため、
令和２年度に「第２期坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」という。）を策定しました。総合
戦略では、将来に向けた基本目標とその目標値を設定し、毎年度、事業の効果を検証して、必要な改善等を行うこ
とにしています。
　この度、産業、教育、金融等の外部委員で構成する「坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会」におい
て令和５年度に実施した事業の評価を行いましたので、その概要をご報告します。なお、詳しくは町ホームページ
に掲載しています。

実施した事業をそれぞれ以下の５段階の基準で評価しました。
Ａ：事業の効果が大いに認められる
Ｂ：事業の効果が一定程度認められる
Ｃ：事業の効果は認められるものの一部見直しが必要
Ｄ：事業の効果があまり認められないので十分な見直しが必要
Ｅ：事業の効果が全く認められないので廃止を含めて抜本的見直しが必要

基本目標および政策分野ごとに設定し
たＫＰＩ【※１】（重要業績評価指標）や
個別事業の評価目標をもとに、令和５
年度に実施した施策・事業の効果を検
証し、基本目標の政策分野ごとに評価
を行いました。

■各政策分野の評価（以下同様）

重点プロジェクト

◎問い合わせ先　企画政策課まち創生推進室　☎82－3111（内線241）直通75－6211

①強みを活かした工業分野の強化　

②多様な産業の創出支援

③ブランド力の強化、競争力・付加価値向上への支援

Ｂ
Ａ
Ｃ

【※１】重要業績評価指標（Key Performance Indicator ）の略称。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標のこと。

基本目標１　
坂城町で働きたいと思える雇用・就業機会をつくる

①結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現するための切れ目ない支援

②一人ひとりの成長を後押しする教育環境の充実

③時代の変化に対応できる子どもを育む教育環境の充実

Ｂ
Ｂ
Ａ

基本目標２　
結婚・妊娠・出産の希望を実現し、安心して子育てできる環境をつくる

基本目標３　
移住・定住を促進して新たな人の流れをつくる

基本目標４　
生涯にわたり誰もが活躍できる安心・安全のまちをつくる

①若者の地元への定着とＵ・Ｉ・Ｊターンの促進　

②町内外への魅力発信による坂城町への愛着の醸成

Ｂ
Ｂ

①住民自治による自律した地域づくりの促進　

②快適で安心、安全な生活を実現する環境整備

③健康で生涯いきいきと暮らせる環境づくり

Ａ
Ｂ
Ｂ

①環境に優しく災害に強い町を実現するスマートタウンプロジェクト　

②新たな工業団地の造成を核にした雇用の創出プロジェクト

③子育て・教育・福祉のオールインワンプロジェクト

Ｂ
Ｂ
Ａ

　今後も毎年度事業の評価を行い、評価の結果を公表するとともに、次年度以降の計画策定や予算編成の際
に検討事項として考慮します。ご不明な点は企画政策課まち創生推進室にお問い合わせください。
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